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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
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的
年
金
業
務
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運
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す
る
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、
別
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弁
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す
る
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二

九
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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
公
的
年
金
業
務
の
安
全
性
と
効
率
性
、
及
び
運
営
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
六
件
の
盗
難
に
係
る
盗
難
の
発
生
年
月
日
、
発
生
場
所
、
発
生
状
況
、
被
害
に
遭
っ
た
社
会
保
険
事
務
所
の
名

称
、
被
害
届
の
提
出
日
及
び
被
害
届
の
提
出
先
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
未
納
者
カ
ー
ド
（
以
下
「
未
納
者
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
（
以
下
「
被

保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
、
保
険
料
納
付
記
録
等
の
情
報
が
、
一
枚
に
つ
き
一
人
分
記
載
さ
れ
て
い
る
。

盗
難
の
被
害
に
遭
っ
た
未
納
者
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
た
情
報
に
係
る
被
保
険
者
に
対
す
る
事
情
説
明
等
の
有
無
、
事

情
説
明
等
の
内
容
、
事
情
説
明
等
の
た
め
の
戸
別
訪
問
等
を
行
っ
た
日
、
戸
別
訪
問
等
を
行
っ
た
職
員
の
人
数
及
び
役
職
並

び
に
事
情
説
明
等
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
理
由
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
情
報
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
は
、
未
納
者
カ
ー
ド
の
盗
難
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
、
社
会
保

険
庁
総
務
部
地
方
課
長
か
ら
、
当
該
盗
難
の
被
害
に
遭
っ
た
社
会
保
険
事
務
所
を
所
管
す
る
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
対

一



し
、
未
納
者
カ
ー
ド
の
盗
難
の
再
発
防
止
を
含
め
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
徹
底
す
る
よ
う
口
頭
で
指
示
を
し
て
い
る

ほ
か
、
全
国
社
会
保
険
事
務
局
長
会
議
（
平
成
十
六
年
二
月
二
日
開
催
）
等
の
機
会
を
と
ら
え
、
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局

長
に
対
し
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
所
管
の
社
会
保
険
事
務
所
長
を
指
導
す
る
よ
う
注
意
喚
起
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
金
銭
登
録
機
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
推
進
員
（
「
国
民
年
金
推
進
員
の
設
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
一

月
十
七
日
付
け
庁
発
第
一
号
社
会
保
険
庁
長
官
通
知
）
に
よ
り
、
社
会
保
険
事
務
所
（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
事
務
所
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
置
さ
れ
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
督
励
及
び
収
納
等
の
事
務
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
行
う
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
督
励
及
び
収
納
の
事
務
の
効
率
化
を
図
り
、
ま
た
、
同
事
務
に
お
け
る
個
人
情
報
の
管
理

を
よ
り
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
に
か
け
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

金
銭
登
録
機
の
購
入
の
た
め
の
費
用
は
庁
費
の
予
算
科
目
で
支
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
予
算
上
、
当
該
費
用
は

他
の
一
般
的
な
事
務
処
理
に
要
す
る
費
用
と
一
体
的
に
経
理
し
て
い
る
た
め
、
平
成
十
四
年
度
予
算
及
び
平
成
十
五
年
度
予

算
に
お
け
る
当
該
費
用
に
係
る
金
額
を
特
定
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



ま
た
、
平
成
十
四
年
度
決
算
に
お
け
る
金
銭
登
録
機
の
購
入
の
た
め
の
費
用
に
係
る
金
額
は
四
億
三
千
四
百
六
十
九
万
七

百
六
十
円
で
あ
り
、
平
成
十
五
年
度
決
算
に
お
け
る
当
該
金
額
は
現
時
点
で
は
確
定
し
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
金
銭
登
録
機
の
購
入
等
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
予
算
上
、
他
の
一
般
的
な
事
務
処
理
に
要
す
る
費
用
と

一
体
的
に
経
理
し
て
い
る
た
め
、
平
成
十
六
年
度
予
算
案
に
お
け
る
当
該
費
用
に
係
る
金
額
を
特
定
し
て
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
金
銭
登
録
機
の
購
入
台
数
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
国
民
年
金
推
進
員
の
増
員
の
状
況

等
を
踏
ま
え
、
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
二
月
末
ま
で
に
購
入
し
た
金
銭
登
録
機
の
社
会
保
険
事
務
所
別
の
購
入
年
月
日
、

購
入
台
数
及
び
購
入
金
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
金
銭
登
録
機
は
、
す
べ
て
、
随
意
契
約
に
よ
り
株
式
会
社
カ
ワ
グ
チ
技
研
か
ら
購
入
し
て
お
り
、
そ
の

購
入
に
は
保
険
料
財
源
を
充
て
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

三



金
銭
登
録
機
に
は
、
当
該
金
銭
登
録
機
を
携
行
す
る
国
民
年
金
推
進
員
が
当
面
の
間
に
戸
別
訪
問
を
予
定
し
て
い
る
被
保

険
者
の
情
報
を
記
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
情
報
に
つ
い
て
は
、
各
社
会
保
険
事
務
所
の
金
銭
登
録
機
の
管
理

責
任
者
が
当
該
国
民
年
金
推
進
員
の
戸
別
訪
問
の
予
定
に
従
っ
て
随
時
更
新
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
際
、
情
報
の

更
新
に
は
当
該
更
新
を
行
う
月
の
前
月
の
末
日
時
点
の
社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
情
報
を
用
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

国
際
社
会
保
障
協
会
に
は
、
平
成
七
年
度
以
降
、
毎
年
度
一
名
な
い
し
二
名
の
社
会
保
険
庁
職
員
を
同
庁
職
員
と
し
て
派

遣
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
派
遣
に
当
た
っ
て
派
遣
す
る
職
員
を
「
外
郭
団
体
等
」
へ
出
向
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
。
派
遣

費
用
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
支
出
し
て
お

り
、
派
遣
費
用
の
予
算
額
、
決
算
額
及
び
財
源
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
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